
Ü 厚 木 市 － 

令和７年度 

償却資産（固定資産税）申告の手引 
 

 

 

市税につきましては、平素からご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

固定資産税には、土地、家屋及び償却資産があり、このうち償却資産については、その

資産が所在する市町村に所有者が申告することになっています。（地方税法第 383 条） 

 

 

 

※ 受付開始は、令和７年１月６日（月）になります。 

なお、申告期限に近くなりますと市役所の窓口が大変混雑しますので、可能であれば、 

１月 14 日（火）頃までに申告していただきますようお願いします。 
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償却資産の申告期限は令和７年１月 31 日（金）です。 

○ 個人番号（マイナンバー）（12 桁）又は法人番号（13 桁）の記載が必要（共有の場

合、記載不要）です。記載漏れのないよう注意してください（詳細は５ページを参照）。 

○ 前年中に償却資産の増加及び減少がない場合についても、必ず提出してください。 

○ 申告書を郵送で提出する方で、控えの返送を希望する場合、切手を貼った返信用封

筒を必ず同封してください。 

○ 償却資産を所有していなくても市内で事業を行っている場合は、申告書を提出して

ください。この場合、翌年度以降、市から申告書の発送は行わず、償却資産の所有に

ついて確認通知を発送します。所有の確認通知が届いた方で、償却資産の取得や移転

等があった場合、資産税課にご連絡をお願いします。変更がない場合、連絡は不要で

す。 
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土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償

却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入され

るものが該当します。 

毎年１月１日現在、償却資産を所有している個人及び法人の方は、地方税法第 383 条の

規定に基づき、１月 31 日（土曜日又は日曜日に当たる場合は、翌月曜日）までに資産の所

在市町村に価格の決定に必要な事項を申告する義務があります。 
 
 
 

資産の種類  

第１種 
構築物 舗装路面、緑化施設、広告塔、門、外灯、防壁など 

建物附属設備 受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産又は業務用の設備など 

第２種 機械及び装置 製造機械設備、工作機械、搬送設備、太陽光発電設備など 

第３種 船舶 モーターボート、漁船、釣り船など 

第４種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど 

第５種 車両及び運搬具 

大型特殊自動車（大型フォークリフト、ブルドーザー等）、台車など 

※自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両は除きます。 

（注）小型特殊自動車（軽自動車の課税対象）と大型特殊自動車との区別 

次に掲げる要件の１つでも該当すれば大型特殊自動車となります。 

（１） 自動車の長さが 4.70ｍを超えるもの 

（２） 自動車の幅が 1.70ｍを超えるもの 

（３） 自動車の高さが 2.80ｍを超えるもの 

（４） 最高速度が毎時 15ｋｍを超えるもの 

（農耕作業用自動車は毎時 35ｋｍを超えるもの） 

第６種 

工具 測定工具、検査工具、取付工具、ドリル、カッターなど 

器具及び備品 
パソコン、複写機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、音響機器、机、椅子、金

庫、看板、陳列ケース、ロッカー、自動販売機など 

 
 
 

業種 主な償却資産 

共通 
駐車場設備、舗装路面、門、塀、広告塔、看板、エアコン、テレビ、パソコン、複写

機、事務机、椅子、応接セット、レジスター、金庫など 

不動産貸付業(共同住宅など) 外構、外部給排水設備、緑化設備、太陽光発電設備など 

加工・修理業(工場など) 旋盤、ボール盤、圧縮機、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備など 

工事業(建設業など) 大型特殊自動車、各種工具、その他建設工業設備など 

小売業(各種小売店など) 陳列棚、冷凍庫、冷蔵庫、レジスター、肉切断機、挽肉機、自動販売機など 

飲食業(飲食店など) テーブル、椅子、厨房用品、カラオケ、ネオンサイン、冷蔵庫など 

理・美容業 理・美容椅子、パーマ器、サインポールなど 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレスなど 

農業 ビニールハウス、耕運機、運搬車、保冷庫、トラクター（軽自動車税対象外）など 

医療業 医療用機器、パソコンなど 

 

1 償却資産とは 

2 資産の種類別の主な償却資産 

3 業種別の主な償却資産 
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（１）１月１日現在、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産

で、法人税法又は所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産です。 

なお、次のような資産についても、事業の用に供することができる状態であれば申

告の対象となります。 

ア 減価償却済資産（税務会計上、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった資産） 

イ 遊休資産、未稼働資産（稼働していない（未稼働及び休止）が、既に完成あるい

は維持補修が行われていて、事業の用に供することができる資産） 

ウ 建設仮勘定で処理されている資産（その一部が１月１日現在完成し、事業の用に

供することができる資産） 

エ 簿外資産（帳簿に記載されていない資産） 

オ 決算期以後１月１日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上され

ていない資産 

カ 改良費のうち、資本的支出として計上された資産 

キ 福利厚生施設、社員研修施設 

ク 取得価額が 30 万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法の規定に基づき即時

償却の適用を受けた資産 

（２）耐用年数が１年以上で取得価額が 10 万円（取得時期により 20 万円）以上の資産に

ついては、申告の対象となります。ただし、取得価額が 20 万円未満の資産を３年間で

損金算入（一括償却）したものは対象となりません。〔注１〕 

なお、取得価額が 10 万円未満であっても、税務会計上一時に損金算入しない資産は

申告の対象となります。 
〔注１〕令和４年４月１日以降に取得し、かつ、貸付け（主要な業務として行われるものを除く。）の用に供した資産

は、取扱いが変更となりましたので、ご注意ください。 

 

区分 取得時期 取得価額 国税の取扱い 地方税の取扱い 

個
人 

平成 11年 1 月 1日以後に

取得した資産 

10 万円未満 必要経費 対象外 

10 万円以上 

20 万円未満 

3 年一括償却 対象外 

減価償却 申告対象 

20 万円以上 減価償却 申告対象 

法
人 

平成 10年 4 月 1日以後に

取得した資産 

10 万円未満 

損金算入 対象外 

3 年一括償却 対象外 

減価償却 申告対象 

10 万円以上 

20 万円未満 

3 年一括償却 対象外 

減価償却 申告対象 

20 万円以上 減価償却 申告対象 

 

 

 

（１）自動車税及び軽自動車税が課税される自動車など 

（２）カーナビゲーション（取り外しが可能なものも含む。ただし、リース資産であれば

対象となる場合がありますので、３ページのリース資産の取扱いを参照してください。） 

（３）電話加入権、特許権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産 

（４）立木、果樹、生物（ただし、観賞用、興行用のものは、申告の対象となります。） 

（５）繰延資産（創立費、開業費）  

4 償却資産の対象となるもの 

5 償却資産の対象とならないもの 
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毎年１月１日現在、厚木市内に償却資産を所有している個人及び法人の方は、地方税法

第 383 条の規定により、資産の所有状況を申告する義務（厚木市内の他人への事業用貸付

資産を含む。）があり、申告が必要な方を例示すると次のとおりです。 

〇 厚木市内で、工場や店舗などを営んでいる方 

〇 厚木市内に、貸付けをしている駐車場や共同住宅などの不動産をお持ちの方 

〇 厚木市内に、事業用設備や機器などの置場をお持ちの方など 

また、償却資産を共有している方については、共有名義での申告となりますので、各々

の持ち分によって個別に申告するのではなく、必ず代表者を決めて申告してください。 

 

 

 

契約内容により、資産の所有者（リース会社など）が申告する場合と、資産を借りて事

業を行っている方が申告する場合があります。 

（１）一般的な賃貸借契約の場合 

リース期間終了後、資産が所有者に返還される契約の場合、所有者が申告します。 

（２）リース期間終了後に資産が譲渡される契約などの場合 

ファイナンスリースのうち、リース期間終了後、資産が無償又は名目的な対価の額

で譲渡されるなど、実質的に割賦販売と同様の契約の場合、借主がその資産の総額で

申告します。 

なお、ファイナンスリース取引に係るリース資産で、当該リース資産の所有者が当

該リース資産を取得した際における取得価額が 20 万円未満のものは、申告の対象外で

す。 

 

 

 

申告書の提出期限は、令和７年１月 31 日（金）です。 

期限に近くなりますと窓口が大変混雑しますので、来庁し申告書を提出される方につい

ては、可能であれば、１月 14 日（火）頃までにお願いします。 

また、なるべく郵送又は電子申告（eLTAX）による申告にご協力ください。 

なお、郵送で申告する方で、申告書の控え（受付印の押印をしたもの）の返送を希望す

る方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 

切手を貼った返信用封筒の同封がない場合、申告書の控えは返送しませんのでご承知お

きください。 

  

6 償却資産の申告が必要な方 

7 リース資産の取扱い 

8 提出期限 
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（１）初めて申告する方で、該当する資産がある場合 

ア 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

イ 種類別明細書（増加資産・全資産用） 

（２）初めて申告する方で、該当する資産がない場合 

ア 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

※償却資産申告書の 18 備考欄「３ 該当する資産なし」に○印を付け、必要事項を

記載の上、提出してください。 

（３）前年度に申告した方で、資産の増減があった場合 

ア 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

イ 種類別明細書（増加資産・全資産用又は減少資産用） 

（４）前年度に申告した方で、資産の増減がなかった場合 

ア 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

※償却資産申告書の 18 備考欄「２ 昨年の申告資産に増減なし」に○印を付け、必

要事項を記載の上、提出してください。 

（５）電算申告（全資産申告）により申告をしている場合 

ア 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

※取得価額及び評価額（ホ）の欄を必ず記載してください。 

イ 種類別明細書（全資産） 

※１月１日現在で所有している全ての償却資産の明細書を添付してください。 

今回から電算申告をする場合、提出前に連絡していただくか、備考欄にその旨を

記載するようお願いします。 

記入例（13～15 ページ）を参考に書類を作成し、提出をお願いします。 

 

 

納税通知書は、５月上旬に発送します。納期は次のとおりです。 

第１期…５月  第２期…７月  第３期…12 月  第４期…翌年２月 

 ※課税標準額が 150 万円（免税点）に満たない場合は、課税されないため納税通知書 

は発送しません。 

 

 

申告すべき事項について虚偽の申告をした場合又は正当な理由がなく申告をしない場合、

地方税法第 385 条及び第 386 条、厚木市市税条例第 49 条の規定により罰金又は過料を課さ

れることがありますので、必ず期限までに適正な申告をお願いします。 

 

 

 

申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法第 408 条の規定に基づき、実

地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いします。 

なお、調査の結果、申告内容の修正をお願いすることがあります。この場合、修正申告

による課税年度は、資産の取得年に応じて現年度だけでなく過年度（５年分）に遡及する

ことがあります。  

10 納税通知書の発送と納期 

11 虚偽の申告をした場合又は申告をしない場合 

12 実地調査について 

9 提出していただく書類 
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地方税法第 354 条の２の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を

行っています。閲覧した書類の内容と厚木市への申告内容に差異がある場合、申告内容に

ついて確認することがありますので、ご協力をお願いします。 

なお、閲覧の結果、閲覧した書類の内容に基づき賦課決定を行うこともありますが、実

地調査の場合と同様、課税年度は資産の取得年に応じて現年度だけでなく過年度（５年分）

に遡及することがあります。 

 

 

厚木市内に複数の事業所がある方は、市内の事業所分をまとめて申告してください。事

業所ごとの申告はできません。 

 

 

転出、廃業等により、厚木市内に申告すべき資産が無くなった場合、その旨を資産税課

に連絡してください（申告をお願いする場合があります。）。 

 

 

地方税法第 349 条の３、同法附則第 15 条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、

固定資産税が軽減されます（10 ページを参照してください。）。 

該当する資産を所有している方は、「課税標準の特例該当償却資産明細書」、「種類別明細

書（増加資産用・全資産明細用）」に適用条項、適用事項などの必要項目を記載し、必ず許

可書の写し、届出書の写し、申請書の写し等の特例内容に関する資料を添付の上、ご提出

をお願いします。 

なお、課税標準の特例該当償却資産明細書については、７ページの記入例を参考に書類

を作成し、提出してください。 

※課税標準の特例該当償却資産明細書が必要な方は、８ページを切り取っていただくか、

市ホームページからダウンロードし作成してください。 

 

 

償却資産申告書には、個人番号（マイナンバー）又は法人番号の記載が必要です。これ

に伴い、個人番号を記載した申告書を提出していただく際、番号法に基づく番号確認・身

元確認を行います。 

申告の際は、６ページに記載されている番号確認等書類を持参してください。 

また、郵送の場合、番号確認等書類の写しを添付してください。ただし、代理権の確認

については原本が必要となりますので、ご注意ください。 

なお、法人番号を記入した申告書を提出していただく場合や電子申告（eLTAX）による申

告の場合、番号確認等書類の提示、添付は不要となります。 

  

13 国税資料などの閲覧について 

14 市内に複数の事業所がある方 

15 転出、廃業等に際してのお願い 

16 課税標準の特例が適用される資産 

17 個人番号等の確認について 
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申告者が【本人】の場合 

個人番号確認のために必要なもの 身元確認に必要なもの 

個人番号カード 個人番号カードを提示する場合は不要 

次に掲げる書類のうち１点 

通知カード、住民票の写し、住民票記載事

項証明書 

※通知カードは氏名、住所等の記載事項

に変更がない場合又は正しく変更手続

がとられている場合に限り利用可能で

す。 

※住民票の写し及び住民票記載事項証明

書は、氏名、生年月日、性別、住所及び

個人番号が記載されているもの 

① 写真付身分証明書の場合は、次のうち１点 

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年４月１日以降のものに限る。)、

旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住

者証明書 

※写真及び個人識別事項の記載がある次のもの 

学生証、社員証、資格証明書、税理士証票又は戦傷病者手帳 

② 写真のない身分証明書の場合は、次のうち１点 

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、

健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の

組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書又は特別児童扶養

手当証書、厚木市から氏名及び住所を印字した上で送付した申告書等 

③  写真のない個人識別事項の記載があるものは、次のうち２点 

学生証、社員証、生活保護受給者証、公共料金の領収書（発行日から６か月以内のも 

のに限る。）、母子健康手帳、源泉徴収票等 

※郵送の場合は、書類又は写しを同封してください。ただし、代理権の確認書類については原本が必要となります。 

※被保険者の写しを送付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。 

申告者が【代理人】の場合 

本人の個人番号確認のために必要なもの 代理人の身元確認のために必要なもの 代理権の確認のために必要なもの 

次に掲げる書類のうち１点 

本人の個人番号カード、本人の通知カー

ド、住民票の写し、住民票記載事項証明書

又はこれらの写し 

※通知カードは氏名、住所等の記載事項

に変更がない場合又は正しく変更手続

がとられている場合に限り利用可能で

す。 

※住民票の写し及び住民票記載事項証明

書は、氏名、生年月日、性別、住所及び

個人番号が記載されているもの 

① 個人の代理人の場合 

ア.写真付身分証明書の場合は、次のうち１点 

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交

付年月日が平成 24 年４月１日以降のものに限

る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福

祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証

明書 

※写真及び個人識別事項の記載がある次のもの 

学生証、社員証、資格証明書、税理士証票又は

戦傷病者手帳 

イ.写真のない身分証明書の場合は、次のうち２点 

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者

医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日

雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しく

は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職

員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書又は特

別児童扶養手当証書 

※個人識別事項の記載がある次のもの 

学生証、社員証、生活保護受給者証、公共料金 

の領収書（発行日から６か月以内のものに限 

る。）、母子健康手帳、源泉徴収票等 

② 法人の代理人の場合 

登記事項証明書に加え、現に個人番号の提供を行

う者と当該法人との関係を証する書類（社員証そ

の他従業員であることの証明書又はその写し） 

① 法定代理人の場合 

戸籍謄本 
その資格を証明する書類 

 

② 法定代理人以外の場合 

委任状 
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【課税標準の特例適用資産（抜粋）】 

 
根拠規定 

特例適用資産 関係法令及び対象者等 特例率 必要書類 
条 項 

地方税法 

第349条の

３ 

第２項 ガス事業用資産 

ガス事業法第２条第５項及び第６項 

 

一般ガス事業者 

簡易ガス事業者 

取得後５年間 

1/3 

その後５年間 

2/3 

ガス事業法によ

る許可書の写し

等 

地方税法 

附則 

第 15 条 

第２項 

１号…汚水又は廃液の処理施設 
水質汚濁防止法第２条第２項及び同

条第３項 
1/3 

除害施設設置

届、特定施設設

置届出書の写し

等 

２号…ごみ処理施設 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第８条第１項 

1/2 

３号…一般廃棄物の最終処分場 2/3 

４号…産業廃棄物処理施設 

廃石綿等又は石綿含有廃棄 

物の処理施設 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第 15条第１項 

1/2 

４号…産業廃棄物処理施設 1/3 

５号…除害施設 
下水道法第 12 条第１項又は第 12 条

の 11第１項 
4/5 

第 25 項 

１号イ…太陽光発電設備 

（出力 1,000kw 未満） 

再生可能エネルギー電気の利用の促

進に関する特別措置法第２条第２項 

 

※経済産業省の認定を受けた設備以

外かつ再生可能エネルギー事業者支

援事業費に係る補助を受けて取得し

た太陽光発電設備に限定 

1/2 
再生可能エネル

ギー事業者支援

事業費に係る補

助金の交付決定

通知書の写し等 ３号イ…太陽光発電設備 

（出力 1,000kw 以上） 
7/12 

１号ロ…風力発電設備 

（出力 20kw 以上） 

経済産業省の認定を受けた設備 

1/2 

経済産業省が発

行する再生可能

エネルギー発電

設備の認定通知

書の写し等 

３号ロ…風力発電設備 

（出力 20kw 未満） 
7/12 

３号ハ…水力発電設備 

（出力 5,000kw 以上） 
7/12 

４号イ…水力発電設備 

（出力 5,000kw 未満） 
1/3 

１号ハ…地熱発電設備 

（出力 1,000kw 未満） 
1/2 

４号ロ…地熱発電設備 

（出力 1,000kw 以上） 
1/3 

１号二…バイオマス発電設備 

（出力１万 kw 以上２万 kw 未満） 
1/2 

４号ハ…バイオマス発電設備 

（出力１万 kw 未満） 
1/3 

２号…特定バイオマス発電設備 

（出力１万 kw 以上２万 kw 未満、

木竹に由来するもの又は農産物の

収穫に伴って生ずるもの。） 

11/14 

地方税法 

附則 

第 15 条 

第 44 項 

中小企業等経営強化法第 52 条第

１項 

 

中小事業者等が取得した、認定先

端設備等導入計画に記載のある先

端設備等 

令和５年４月１日から令和７年３月

31 日取得分 

※賃上げ方針の表明無し 

取得後３年間 

1/2 認定経営革新等

支援機関確認書

及び厚木市産業

振興課の認定通

知書の写し・そ

の他必要と認め

られる書類等 

令和５年４月１日から令和６年３月

31 日取得分 

※賃上げ方針の表明有り 

取得後５年間 

1/3 

令和６年４月１日から令和７年３月

31 日取得分 

※賃上げ方針の表明有り 

取得後４年間 

1/3 

・詳しくは資産税課家屋・償却資産係までお問い合わせください。 

・法令の改正により、適用資産、適用期間、範囲などが変更になることがあります。 
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（１）建物附属設備について 

自己所有の家屋に取り付けた建物附属設備は、家屋と構造上一体となっているもの

について、家屋として取り扱われますが、家屋から独立した機器や単に移動や転倒を

防止する程度に家屋に取り付けられたものは償却資産として取り扱われます。 

ただし、工場内で製造用機械を動かすための動力配線設備やガスバーナー用のガス

配管等、特定の生産又は業務用の設備については償却資産として取り扱われます。 

（２）特定附帯設備について 

家屋の所有者と異なる方（賃借人）が、貸しビルや貸店舗等に、自らの事業のため

に取り付けた電気設備やガス設備、内装等のことを特定附帯設備といいます。 

特定附帯設備については、区分に関わらず賃借人の方が償却資産として申告をお願

いします。 
 

【償却資産と家屋の区分（抜粋）】 

設備の分類 設備の名称等 
家屋と設備等の所有者 

同じ場合 異なる場合 

内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作工事等 家屋 償却資産 

受変電設備 設備一式（変圧器、配電盤、キュービクル等） 償却資産 償却資産 

予備電源設備 蓄電池設備、発電機設備等 償却資産 償却資産 

電灯照明設備 

屋外設備一式（外灯、投光器、スポットライト等）、非常用照明

器具 
償却資産 償却資産 

屋内設備一式 家屋 償却資産 

動力配線設備 
特定の生産又は業務用の設備 償却資産 償却資産 

上記以外の設備 家屋 償却資産 

ＬＡＮ設備 設備一式 償却資産 償却資産 

火災報知設備 設備一式 家屋 償却資産 

給排水設備 
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用の設備等 償却資産 償却資産 

屋内設備、屋内の配管、高架水槽、受水槽等 家屋 償却資産 

ガス設備 
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用の設備等 償却資産 償却資産 

屋内の配管、バルブ等 家屋 償却資産 

消火設備 
屋外消火栓設備、消火器、ホース、パッケージ型消火設備等 償却資産 償却資産 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等 家屋 償却資産 

空調設備 
ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用の設備等 償却資産 償却資産 

家屋と一体となっている設備（ビルトイン）、上記以外の設備等 家屋 償却資産 

運搬設備 
工場用ベルトコンベア、垂直搬送機等 償却資産 償却資産 

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等 家屋 償却資産 

厨房設備 
顧客の求めに応じるサービス設備一式（飲食店、ホテル等） 償却資産 償却資産 

上記以外の設備 家屋 償却資産 

その他の設備 
ＰＯＳシステム、冷凍冷蔵庫、看板、広告塔、駐輪場、 

機械式駐車場設備、簡易間仕切（衝立）、ウッドデッキ 
償却資産 償却資産 

外構工事 工事一式（門、塀、アスファルト舗装、緑化施設等） 償却資産 償却資産 

  

18 建物附属設備・特定附帯設備に係る償却資産と家屋との区分について 
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賃貸アパート・賃貸マンションや貸店舗、駐車場の経営も事業であり、土地、家屋以外

の事業用に供することができる資産で、その減価償却費などが法人税法又は所得税法の規

定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものが償却資産に該当します。 

償却資産を所有している場合、申告する義務がありますので、次の例を参考に申告をお

願いします。 

 

賃貸住宅における主な償却資産の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎減価償却資産における主な償却資産申告対象資産(図番号①から⑦） 
名称 項目 項目詳細 課税区分 図番号 

建築本体工事   家屋  

建築附帯工事 

電気設備工事 

屋内電気設備工事 家屋  

屋外電気設備工事 償却資産課税対象 ① 

受変電設備 償却資産課税対象 ② 

給排水衛生設備工事 
屋内給排水設備工事 家屋  

屋外給排水設備工事 償却資産課税対象 ③ 

ガス設備工事 
屋内ガス設備工事 家屋  

屋外ガス設備工事 償却資産課税対象 ③ 

外構工事 外構工事 

門扉 償却資産課税対象 ④ 

フェンス 償却資産課税対象 ④ 

植栽 償却資産課税対象 ④ 

アスファルト舗装 償却資産課税対象 ⑤ 

自転車置場 償却資産課税対象 ⑤ 

その他工事 

機械設備 

機械式駐車設備 償却資産課税対象 ⑤ 

太陽光発電システム（建材型） 家屋  

太陽光発電システム 償却資産課税対象 ⑥ 

器具 
冷暖房設備(ビルトイン(家屋と一体型)) 家屋  

冷暖房設備 償却資産課税対象 ⑦ 

  

19 共同住宅や駐車場等の経営をしている方の償却資産について 
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〔注１〕複写式用紙ではないので、控用にも提出用と同じ内容を記載してください（個人番号を除く。）。 

〔注２〕色刷り部分の項目は、記載不要です（電算申告の場合は、必ず記載してください。）。 

〔注３〕本市から送付した申告書以外の用紙で申告する場合は、申告書右上に所有者コード（本市から送付

した申告書の右上に記載した８桁の番号）を必ず転記してください。この際、本市から送付した申告

書も必ず添付してください。 

〔注４〕電子申告（eLTAX）で申告する場合についても注３と同様に、申告書右上に所有者コード(８桁の番

号)を必ず入力してください。 

                                         

 

記載上の注意 
１ 住所 

個人については住民登録地、法人については本社所在地を記載してください。 

なお、納税通知書の送付先を、申告書に記載した住所以外へ希望される場合、その住所、氏名等を備考

欄に記載してください。 

２ 氏名 

資産所有者の氏名（法人については、法人名及び代表者の氏名）を記載してください。押印は不要です。 

３ 個人番号又は法人番号 

番号法に基づき付番された個人番号（マイナンバー）（12 桁）又は法人番号（13 桁）を記載してくださ

い。ただし、控用には記載しないでください。 

18 備考 

１～５のうち該当する項目に必ず○を付けてください。 

１に○印を付けた場合、種類別明細書（増加資産、減少資産）を作成してください。 

  

20 申告書の記入例 
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前年度に申告した方で増加資産がある場合、その資産について記載してください。初めて申告す

る方は、令和７年 1月 1日現在、所有する全資産について記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この書類は、そのまま課税処理用データとして使用しますので正確に記載してください。 

特に、「取得年月」「取得価額」「耐用年数」は、評価計算の基礎となりますので記入漏れのないようお願い

します。 

                                         
 

記載上の注意 
○ 資産の種類 

１ページの「主な償却資産」を参照して記載してください。 

 

○ 資産の名称等 

資産の名称等を漢字、カタカナ、英数字等で 25文字以内に要約して記載してください。 

 

○ 取得年月 

資産を事業の用に供した年月を記載してください。 

 

○ 取得価額 

資産を取得するために、支出した金額のほか当該資産を事業の用に供するために直接要した費用

（手数料・関税・据付手数料など）も含まれます。 

 

○ 耐用年数 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第１から別表第６まで（別表第３及び第４を除く。）

に掲げる耐用年数を記載してください（主なものについては、16 ページを参照してください。）。 

なお、中古資産について、見積耐用年数を採用している場合や、国税局長の承認を得て短縮耐用年

数を採用している場合は、その耐用年数を記載してください。  

21 種類別明細書（増加資産・全資産用）の記入例 
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前年度に申告した方で減少資産がある場合、その減少資産について記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

記載上の注意 
○ 資産の種類 

減少した資産の種類を記載してください。 
 
○ 抹消コード 

減少した資産コード（同封の償却資産明細書をご覧ください。）を正確に記載してください。 
 
○ 資産の名称等及び数量 

資産の名称等及び数量を記載してください。 
 
○ 取得年月 

減少した資産の取得年月を記載してください。 
 
○ 取得価額 

減少した資産の減少分の取得価額を記載してください。 
 
○ 摘要 

減少区分が「２一部」に該当する場合、次の例のように記載してください。 

例 取得価額 40 万円（数量４）のうち 10 万円（数量１）分減少 

その他、資産が減少したことについて、必要な事項を記載してください。 

  

22 種類別明細書（減少資産用）の記入例 
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23 主な償却資産の耐用年数(抜粋) 
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（１）評価額の計算方法について 
資産の「取得年月」、「取得価額」及び「耐用年数」から、資産ごとに「評価額」を 

算出します。 

〇「評価額」の算出 

前年中に取得した資産 前年前に取得した資産 

 

取得価額×（１－     ） 前年度評価額×（１－減価率） 

以後、この方法により計算し、取得価額の５％未満になるまで算出します。 

算出額が５％未満になる場合、評価額は５％に相当する額となります。（固定資産評価基準） 

 

 

 

 

 

 

年度 評価額 

令和 7年度 300,000 円×（1－0.369／2）＝ 244,500 円 

令和 8年度 244,500 円×（1－0.369）  ＝ 154,279 円 

令和 9年度 154,279 円×（1－0.369）  ＝ 97,350 円 

令和 10 年度 97,350 円×（1－0.369）  ＝ 61,427 円 

令和 11 年度 61,427 円×（1－0.369）  ＝ 38,760 円 

令和 12 年度 38,760 円×（1－0.369）  ＝ 24,457 円 

令和 13 年度 24,457 円×（1－0.369）  ＝ 15,432 円 

令和 14 年度 15,432 円×（1－0.369）  ＝  9,737 円＜15,000 円 

 

※ 令和 14 年度において、算出額が取得価額の５％（15,000 円）未満になりますので、 

令和 14 年度以降は、５％に相当する 15,000 円が評価額となります。 

 

（２）課税標準額 

原則として、評価額が課税標準額となりますが、法令による課税標準の特例の適用

がある場合、特例割合を乗じた価格が課税標準額となります。 

 

（３）税額計算 

課税標準額に税率（1.4／100）を乗じて、固定資産税額を算出します。 

課税標準額（1,000 円未満切捨て）× 1.4／100 ＝ 税額（100 円未満切捨て） 

ただし、課税標準額が 150 万円（免税点）に満たない場合は課税されません。 

24 償却資産の評価及び税額について 

【 計算例 】 取得時期＝令和６年９月、取得価額＝300,000 円、耐用年数＝５年の 

テレビの場合 

（減価率 ＝ 0.369 ： 固定資産税は、旧定率法を採用しています。） 

 
減価率 

 ２ 
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耐用 

年数 

（年） 

減価率 

減価残存率 耐用 

年数 

（年） 

減価率 

減価残存率 

前年中取得 前年前取得 前年中取得 前年前取得 

1－減価率÷2 1－減価率 1－減価率÷2 1－減価率 

2 0.684 0.658 0.316 17 0.127 0.936 0.873 

3 0.536 0.732 0.464 18 0.120 0.940 0.880 

4 0.438 0.781 0.562 19 0.114 0.943 0.886 

5 0.369 0.815 0.631 20 0.109 0.945 0.891 

6 0.319 0.840 0.681 21 0.104 0.948 0.896 

7 0.280 0.860 0.720 22 0.099 0.950 0.901 

8 0.250 0.875 0.750 23 0.095 0.952 0.905 

9 0.226 0.887 0.774 24 0.092 0.954 0.908 

10 0.206 0.897 0.794 25 0.088 0.956 0.912 

11 0.189 0.905 0.811 26 0.085 0.957 0.915 

12 0.175 0.912 0.825 27 0.082 0.959 0.918 

13 0.162 0.919 0.838 28 0.079 0.960 0.921 

14 0.152 0.924 0.848 29 0.076 0.962 0.924 

15 0.142 0.929 0.858 30 0.074 0.963 0.926 

16 0.134 0.933 0.866 35 0.064 0.968 0.936 

 

 

地方税（固定資産税）と国税（法人税、所得税）では、取扱いが異なる事項があります。 

項目 
地方税の取扱い 

（固定資産税（償却資産）） 

国税の取扱い 

（法人税・所得税） 

償却計算の期間 賦課期日制度（１月１日） 事業年度 

減価償却の方法 

原則として旧定率法を適用（固定資産評

価基準に定められた減価率を用いる。） 

 

※法人税法等の旧定率法で用いる減価率

と同様。また、固定資産評価基準とは、

地方税法第 388 条に基づく総務大臣の告

示。 

【平成 19 年３月 31 日以前の取得】 

旧定率法、旧定額法等の選択制度 

（建物については旧定額法） 

【平成 19 年４月１日以後の取得】 

定率法、定額法等の選択制度 

（建物については定額法） 

前年中の新規取得資産 半年償却 月賦償却 

圧縮記帳 認められない 認められる 

特別償却・割増償却 認められない 認められる（租税特別措置法） 

増加償却 認められる 認められる（法人税法・所得税法） 

評価額の最低限度 取得価額の１００分の５ 備忘価額（１円）まで 

改良費 

（支出的資本） 

区分評価（改良を加えた資産と改良費を

区分して評価） 
原則区分評価 

即時償却資産 課税対象 
取得価額に相当する金額を損金又は必要

な経費に算入が可能（租税特別措置法） 

少額の減価償却資産 

（使用可能期間が１年未満

又は取得価額が 10 万円未満

の資産） 

一時の損金又は必要な経費に算入したも

のは課税対象外〔注 1〕 

一時の損金算入が可能又は必要な経費に

算入するもの（法人税法・所得税法） 

一括償却資産 

（取得価額が 20 万円未満の

減価償却資産） 

３年間で損金又は必要な経費に算入した

ものは課税対象外〔注 1〕 

３年間で損金又は必要な経費に算入が可

能（法人税法・所得税法） 

〔注 1〕令和４年４月１日以降に取得し、かつ、貸付け（主要な業務として行われるものを除く。）の用に供した資産は、

取扱いが変更となりましたので、ご注意ください。 

減価残存率表 

25 地方税と国税の取扱いの違いについて 



 

 

 

 

☆オフィスやご自宅からインターネットを利用して申告ができます。 

☆電子申告（eLTAX）に対応している複数の地方公共団体へまとめて申告ができます。 

☆電子申告(eLTAX)対応の市販税務・会計ソフトで作成した申告書で申告ができます。 

 ※無料対応ソフト「ＰＣｄｅｓｋ」を eLTAX ホームページで提供しています。 

eLTAX の利用手続など詳細は、ホームページ等でご確認ください。 

 

 

 

 

電子申告（ｅＬＴＡＸ
エ ル タ ッ ク ス

）により償却資産申告書を

提出できます。 

eLTAX ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ 

電話によるお問い合わせ（受付時間 9:00～17:00 土・日・祝祭日、年末年始除く） 

eLTAX ヘルプデスク 0570－081459 （つながらない場合：03－5521－0019） 

提出先及び問い合わせ先 

厚木市財務部資産税課家屋・償却資産係 

〒243-8511 厚木市中町 3丁目 17 番 17 号 
電話 046－225－2032（直通） FAX 046－223－3597 

提出前にもう一度ご確認をお願いいたします。 

□ 申告書の右下「18 備考」の該当する項目に○を付けていますか？ 

□ 申告書に電話番号、個人番号（マイナンバー）又は法人番号を記載していますか？ 

□ 住所は住民登録地（個人）又は本社所在地（法人）を記載していますか？ 

□ 申告書の控え（受付印の押印をしたもの）の返送をご希望の方は、切手を貼った返信

用封筒を同封していますか？ 

□ 種類別明細書（増加資産・全資産用）の提出が必要な方は、取得年月、取得価額及び

耐用年数等を記載していますか？ 

□ 本市から送付した申告書以外の用紙で申告する場合、申告書右上に所有者コード

（本市から送付した申告書の右上に記載した８桁の番号）を転記していますか？ 

※所有者コードが変わっている場合がありますのでご確認ください。 


